浅口市空き家家財等処分支援事業補助金 事前相談票この事前相談は令和８年度浅口市空き家家財等処分支援事業補助金の交付を保証するものではありません。

浅口市空き家家財等処分支援事業補助金の事前相談について、以下の各項目に記入又は該当する選択肢を○で囲んでください。
	１ 事前相談日時
	令和　　年　　月　　日　　　時　　　分

	２ 事前相談者
※ まちづくり課の窓口に来られた方

	ふりがな
氏　　名

	
	住　　所　〒


	
	電話番号

	
	メールアドレス


	３ 空き家等の所在地(地番まで記入)
	浅口市　　　　　　　　　　　　番

	４ 空き家情報バンクの登録区分
	□申請予定（令和　　年　　月頃）
□申請手続中　　
□登録済（登録日　令和　　年　　月　　日）
　　種別（□売買　□賃貸）

	５ 空き家になる前の状況
	□自己（親族等含む）居住用住宅
□賃貸住宅
□その他(　　　　　　　　　　　　)

	６ 空き家等が使用されていない期間
	　　　　　　　　年間以上

	７ 事前相談者と空き家等の所有者との関係
※ 所有者とは、空き家等の所有権を有する者

	① 本人
② 法定相続人 ⇒ 相続関係(　　　 　  　)
③ その他 ⇒ 関係を具体的に記入
(　   　　　　    　　　　)

	８ 空き家等の所有者
※ 事前相談者と同じ場合(本人の場合)は、記入不要
	ふりがな
氏　　名

	
	住　　所

	
	電話番号

	９ 処分・搬出予定事業者

	事業者名

	
	所　在　地　

	
	電話番号

	10 他の補助等の交付を受ける予定
[bookmark: _GoBack]※ 空き家家財等処分について、本補助金以外の補助等の交付を受ける予定の有無
	① 無
② 有 ⇒ 他の補助等の名称
(                            )

	11　申請者について
· 所有者である場合は、①or②で回答をお願いします。
· ②～④については、申請時に承諾書の提出が必要です。
	1 所有者は１人
2 所有者は複数→【別紙様式提出要】
3 法定相続人が申請→【別紙様式提出要】
4 家財道具を処分する権限を有する者→【別紙様式提出要】



